
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

普通徴収 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

年金特別徴収 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期

※納期限は、各月の月末（１２月を除く。）となっていますが、月末が土曜日、日曜日、祝日にあたるときは、翌金融機関営業日となります。

※年金特別徴取：年金からの天引き


